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【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集（売出）金額】
 
一般募集 1,515,000,000円

引受人の買取引受けによる売出し 1,890,000,000円

オーバーアロットメントによる売出し 521,000,000円

（注）１　募集金額は、会社法上の払込金額（以下、本有価証券

届出書において「発行価額」という。）の総額であ

り、平成30年５月15日（火）現在の株式会社東京証券

取引所における当社普通株式の終値を基準として算出

した見込額であります。

ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて

買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行

価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行

価格の総額は上記の金額とは異なります。

２　売出金額は、売出価額の総額であり、平成30年５月15

日（火）現在の株式会社東京証券取引所における当社

普通株式の終値を基準として算出した見込額でありま

す。

【安定操作に関する事項】 １　今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ

いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取

引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる

場合があります。

２　上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を

開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり

ます。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 530,000株

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における

標準となる株式

単元株式数　100株

　（注）１　平成30年５月22日（火）開催の取締役会決議によります。

２　本募集（以下、「一般募集」という。）及び一般募集と同時に行われる後記「第２　売出要項　１　売出株

式（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の売出し（以下、「引受人の買取引受けによる売出し」と

いう。）に伴い、その需要状況等を勘案し、173,000株を上限として大和証券株式会社が当社株主より借受

ける当社普通株式の売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があり

ます。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項　２　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

３　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております

が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　ロックアップについて」

をご参照下さい。

４　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

２【株式募集の方法及び条件】

　平成30年５月30日（水）から平成30年６月４日（月）までの間のいずれかの日（以下、「発行価格等決定日」とい

う。）に決定される発行価額にて後記「３　株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異

なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集におけ

る発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 － － －

一般募集 530,000株 1,515,000,000 757,500,000

計（総発行株式） 530,000株 1,515,000,000 757,500,000

　（注）１　全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。

２　発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。

３　資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される

資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上

げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額

を減じた額とします。

４　発行価額の総額及び資本組入額の総額は、平成30年５月15日（火）現在の株式会社東京証券取引所における

当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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（２）【募集の条件】

発行価格（円）
発行価額
（円）

資本組入額
（円）

申込株
数単位

申込期間
申込証拠
金（円）

払込期日

未定

（注）１、２

（発行価格等決定

日の株式会社東京

証券取引所におけ

る当社普通株式の

終値（当日に終値

のない場合は、そ

の日に先立つ直近

日の終値）に

0.90～1.00を乗じ

た価格（１円未満

端数切捨て）を仮

条件とします。）

未定

（注）１、

２

未定

（注）１
100株

自 平成30年６月５日(火)

至 平成30年６月６日(水)

（注）３

１株につ

き発行価

格と同一

の金額

平成30年６月11日(月)

　（注）１　日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ

る需要状況等を勘案した上で、平成30年５月30日（水）から平成30年６月４日（月）までの間のいずれかの

日（発行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人

より１株当たりの新株式払込金として受取る金額）及び資本組入額を決定します。なお、資本組入額は前記

「(1）募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「１　新規発行株式」に記載の発行数で除した金額と

します。

今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以

下同じ。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（一発行

価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出

価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売

出価額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌

日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日

までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://atrae.co.jp/ir/news.html）（以

下、「新聞等」という。）において公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容に

ついて訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、

発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる

場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

２　前記「２　株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価

格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３　申込期間については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定で

あります。なお、上記申込期間については、需要状況等を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需

要状況等の把握期間は、最長で平成30年５月29日（火）から平成30年６月４日（月）までを予定しておりま

すが、実際の発行価格等の決定期間は、平成30年５月30日（水）から平成30年６月４日（月）までを予定し

ております。

したがいまして、

①　発行価格等決定日が平成30年５月30日（水）の場合、申込期間は「自　平成30年５月31日（木）　至　

平成30年６月１日（金）」

②　発行価格等決定日が平成30年５月31日（木）の場合、申込期間は「自　平成30年６月１日（金）　至　

平成30年６月４日（月）」

③　発行価格等決定日が平成30年６月１日（金）の場合、申込期間は「自　平成30年６月４日（月）　至　

平成30年６月５日（火）」

④　発行価格等決定日が平成30年６月４日（月）の場合、上記申込期間のとおり、

となりますのでご注意下さい。

４　申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

５　申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当します。

６　申込証拠金には、利息をつけません。
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７　株式の受渡期日は、平成30年６月12日（火）であります。

株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口

座での振替により行われます。

 

（３）【申込取扱場所】

　後記「３　株式の引受け」欄に記載の引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本店及び国内各支店で

申込みの取扱いをします。

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社三井住友銀行　六本木支店 東京都港区六本木六丁目１番21号

　（注）　上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。

 

３【株式の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 445,200株

１　買取引受けによります。

２　引受人は新株式払込金とし

て、払込期日に払込取扱場

所へ発行価額と同額を払込

むこととします。

３　引受手数料は支払われませ

ん。ただし、一般募集にお

ける価額（発行価格）と発

行価額との差額は引受人の

手取金となります。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 84,800株

計 － 530,000株 －

 

４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

1,515,000,000 12,000,000 1,503,000,000

　（注）１　引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま

た、消費税等は含まれておりません。

２　払込金額の総額（発行価額の総額）は、平成30年５月15日（火）現在の株式会社東京証券取引所における当

社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

 

（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額1,503,000,000円については、①広告宣伝費、②人材採用費及び人件費、③システム関

連費用、④システム開発のためのアウトソーシング・外注費、⑤オフィス移転に関する費用に充当する予定で

あります。具体的には以下を予定しております。

①　Green（注）に登録する求職者を獲得するための広告宣伝費の一部として660百万円（平成31年９月期：

240百万円、平成32年９月期：420百万円）

②　事業拡大に伴う人材採用費及び人件費（新卒・中途採用）として281百万円（平成31年９月期：96百万

円、平成32年９月期：185百万円）

③　Green求職者及び求人企業の増加に伴うシステム関連費用として21百万円（平成31年９月期に８百万円、

平成32年９月期に13百万円）

④　システム開発のためのアウトソーシング・外注費として324百万円（平成31年９月期：162百万円、平成32

年９月期：162百万円）

⑤　人員の拡大に伴うオフィス移転に係る敷金として103百万円、及び残額を内装等の設備資金として（平成

31年９月期）

　また、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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　ただし、発行価格等の決定に伴う手取概算額の変動により、手取概算額が上記①乃至⑤の合計1,514百万円

を超過した場合は、将来における当社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当する方針でありますが、当

該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全

性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

　当社は平成28年６月の株式会社東京証券取引所マザーズへの新規上場時に、①広告宣伝費、②人材採用費及

び人件費、③システム開発のための外注費、④オフィス移転に関する費用等を使途として公募増資及びオー

バーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資を実施しておりますが、今回の手取金の使途は、

当該新規上場時に調達した資金の使途と充当時期が重複するものではありません。当該新規上場時に調達した

資金（手取概算額合計630,884千円）の充当状況は以下の通りであります。

①　広告宣伝費として、平成30年３月31日までに318,414千円を充当済み

②　人材採用費及び人件費として、平成29年９月期までに71,365千円を充当しており、平成30年９月期に

97,714千円を充当する予定（平成30年３月31日までに41,423千円を充当済み）

③　システム開発のための外注費として、平成29年９月期までに4,050千円を充当しており、平成30年９月期

に22,410千円を充当する予定（平成30年３月31日までに2,270千円を充当済み）

④　オフィス移転に関する費用として、平成29年９月期までに116,931千円を充当済み

 

（注）　「Green」とは、当社の主力サービスである成功報酬型求人メディアであり、ビッグデータ解析等の

テクノロジーを駆使することによって、求職者と求人企業の最適なマッチングを実現するプラット

フォームです。

 

　なお、後記「第三部　参照情報　第１　参照書類」に記載の有価証券報告書（第14期）中の「第一部　企業

情報　第３　設備の状況　３　設備の新設、除却等の計画」のうち、設備の新設計画は、本有価証券届出書提

出日（平成30年５月22日）現在以下の通りとなっております。

事業所名
（所在地）

設備の内容

投資予定額（千円）

資金調達方法 着手年月 完了予定年月
完成後の増加

能力総額
（千円）

既支払額
（千円）

本社

（東京都港区）
本社設備 125,000 －

公募増資資金

又は自己資金

平成31年

２月

平成31年

３月
－

　（注）　完成後の増加能力については、測定が困難なため、記載を省略しております。

 

第２【売出要項】

１【売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）】

　平成30年５月30日（水）から平成30年６月４日（月）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に決定される

引受価額にて後記「２　売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、

当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額

の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とし

ます。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類 売出数 売出価額の総額（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
又は名称

普通株式 627,000株 1,890,000,000
新居　佳英

東京都港区

　（注）１　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、大和証券株式会社がオー

バーアロットメントによる売出しを行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項　２　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

２　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております

が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　ロックアップについて」

をご参照下さい。

３　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

４　売出価額の総額は、平成30年５月15日（火）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を

基準として算出した見込額であります。
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２【売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）】

売出価格
（円）

引受価額
（円）

申込期間 申込単位
申込証拠
金（円）

申込受付
場所

引受人の住所及び氏名又
は名称

元引受契
約の内容

未定

（注）１、２

（発行価格等決定日

の株式会社東京証券

取引所における当社

普通株式の終値（当

日に終値のない場合

は、その日に先立つ

直近日の終値）に

0.90～1.00を乗じた

価格（１円未満端数

切捨て）を仮条件と

します。）

未定

（注）

１、２

自　平成30年

６月５日(火)

至　平成30年

６月６日(水)

（注）３

100株

１株につ

き売出価

格と同一

の金額

右記金融

商品取引

業者及び

その委託

販売先金

融商品取

引業者の

本店及び

国内各支

店

東京都千代田区丸の内一

丁目９番１号

大和証券株式会社

 

東京都千代田区丸の内三

丁目３番１号

ＳＭＢＣ日興証券株式

会社

（注）４

　（注）１　日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ

る需要状況等を勘案した上で、平成30年５月30日（水）から平成30年６月４日（月）までの間のいずれかの

日（発行価格等決定日）に、売出価格を決定し、併せて引受価額（売出人が引受人より１株当たりの売買代

金として受取る金額）を決定します。

今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）が決定さ

れた場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入

額の総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバー

アロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）につい

て、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定

に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社

ウェブサイト（［URL］https://atrae.co.jp/ir/news.html）（新聞等）において公表します。発行価格等

が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交

付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される

事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による

公表は行いません。

２　前記「１　売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）」の冒頭に記載のとおり、売出価格と引受価額と

は異なります。売出価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３　申込期間については、前記「第１　募集要項　２　株式募集の方法及び条件　(2）募集の条件」において決

定される申込期間と同一とします。

４　元引受契約の内容

買取引受けによります。

引受手数料は支払われません。

ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。

なお、引受人の手取金は前記「第１　募集要項　３　株式の引受け　引受けの条件」において決定される引

受人の手取金と同一とします。

金融商品取引業者の引受株式数

金融商品取引業者名 引受株式数

大和証券株式会社 526,700株

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 100,300株

５　申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

６　申込証拠金のうち引受価額相当額は、受渡期日に売出人への支払いに充当します。

７　申込証拠金には、利息をつけません。

８　株式の受渡期日は、平成30年６月12日（火）であります。

株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口

座での振替により行われます。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

種類 売出数 売出価額の総額（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
又は名称

普通株式 173,000株 521,000,000
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

大和証券株式会社

　（注）１　オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要

状況等を勘案し、173,000株を上限として大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し

であります。上記オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等に

より減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項　２　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及

び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の

総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーア

ロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）につい

て、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定

に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社

ウェブサイト（［URL］https://atrae.co.jp/ir/news.html）（新聞等）において公表します。発行価格等

が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交

付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される

事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による

公表は行いません。

２　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

３　売出価額の総額は、平成30年５月15日（火）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を

基準として算出した見込額であります。

 

４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

売出価格
（円）

申込期間 申込単位
申込証拠金
（円）

申込受付場所
引受人の住所及び
氏名又は名称

元引受契約の内容

未定

（注）１

自　平成30年

６月５日(火)

至　平成30年

６月６日(水)

（注）１

100株

１株につき売

出価格と同一

の金額

大和証券株式

会社及びその

委託販売先金

融商品取引業

者の本店及び

国内各支店

－ －

　（注）１　売出価格及び申込期間については、前記「２　売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」におい

て決定される売出価格及び申込期間とそれぞれ同一とします。

２　申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

３　申込証拠金には、利息をつけません。

４　株式の受渡期日は、平成30年６月12日（火）であります。

株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口

座での振替により行われます。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

１　株式会社東京証券取引所における市場変更について

　当社普通株式は、本有価証券届出書提出日（平成30年５月22日）現在、株式会社東京証券取引所マザーズに上場さ

れておりますが、平成30年６月12日（火）に株式会社東京証券取引所における市場変更を予定しております。

 

２　オーバーアロットメントによる売出し等について

　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、173,000株を上限として大和証

券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式（以下、「貸借株式」という。）の売出し（オーバーアロットメン

トによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであ

り、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がありま

す。

　オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合、大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出

しの売出数を上限として、追加的に当社普通株式を取得する権利（以下、「グリーンシューオプション」という。）

を、平成30年６月12日（火）から平成30年６月29日（金）までの間を行使期間として、当社株主より付与されます。

　大和証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申

込期間（以下、「申込期間」という。）中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取

引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。

　また、大和証券株式会社は、申込期間終了日の翌日から平成30年６月29日（金）までの間（以下、「シンジケート

カバー取引期間」という。（注））、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社

東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、

当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー

取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロット

メントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

　大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数から上記の安定操作取引及びシンジ

ケートカバー取引に係る貸借株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、グリーンシューオプションの行

使を行います。

　なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ

る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場

合は、大和証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。また、株式会社東京証券

取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。

（注）　シンジケートカバー取引期間は、

①　発行価格等決定日が平成30年５月30日（水）の場合、「平成30年６月２日（土）から平成30年６月29日

（金）までの間」

②　発行価格等決定日が平成30年５月31日（木）の場合、「平成30年６月５日（火）から平成30年６月29日

（金）までの間」

③　発行価格等決定日が平成30年６月１日（金）の場合、「平成30年６月６日（水）から平成30年６月29日

（金）までの間」

④　発行価格等決定日が平成30年６月４日（月）の場合、「平成30年６月７日（木）から平成30年６月29日

（金）までの間」

となります。

 

３　ロックアップについて

　一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、売出人である新居佳英及び当社株主である株式会社ラ

ウレアは、大和証券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの

受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間（以下、「ロックアップ期間」という。）中、大和証券株式会社

の事前の書面による同意なしには、当社株式、当社株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式を取得若しく

は受領する権利を表章する証券の売却等（ただし、引受人の買取引受けによる売出し等を除く。）を行わない旨合意

しております。

　また、当社は、大和証券株式会社に対し、ロックアップ期間中、大和証券株式会社の事前の書面による同意なしに

は、当社株式、当社株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式を取得若しくは受領する権利を表章する証券

の発行等（ただし、一般募集、株式分割による新株式発行、ストックオプションとしての新株予約権の発行及び新株

予約権の権利行使による当社普通株式の交付並びに特定譲渡制限付株式報酬制度に基づく当社の全従業員（アルバイ

トを除く。）に対する特定譲渡制限付株式の発行を除く。）を行わない旨合意しております。

　上記のいずれの場合においても、大和証券株式会社は、ロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容

を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。
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第３【第三者割当の場合の特記事項】
　該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
　特に新株式発行並びに株式売出届出目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。

 

・表紙に当社ロゴ を記載します。

 

・表紙裏に以下の内容を記載します。

１　募集又は売出しの公表後における空売りについて

(1）金融商品取引法施行令（以下、「金商法施行令」という。）第26条の６の規定により、「有価証券の取引等

の規制に関する内閣府令」（以下、「取引等規制府令」という。）第15条の５に定める期間（有価証券の募集

又は売出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定し

たことによる当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間（※１））において、当該

有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の２の２第７項に規定する私設取引

システムにおける空売り（※２）又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又

は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ（※３）の決済を行うことはで

きません。

(2）金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り（※２）に係る有価証券の借入れ（※

３）の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券

を取得させることができません。

※１　取引等規制府令第15条の５に定める期間は、平成30年５月23日（水）から、発行価格及び売出価格を決

定したことによる有価証券届出書の訂正届出書が平成30年５月30日（水）から平成30年６月４日（月）

までの間のいずれかの日に提出され、公衆の縦覧に供された時までの間となります。

※２　取引等規制府令第15条の７各号に掲げる、次の取引を除きます。

・先物取引

・国債証券、地方債証券、社債券（新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。）、投資法人債券等の

空売り

・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り

※３　取引等規制府令第15条の６に定めるもの（売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け）を含

みます。

 

２　今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下

同じ。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総

額、資本組入額の総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、

オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をい

う。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及

び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインター

ネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://atrae.co.jp/ir/news.html）（以下、「新聞等」という。）に

おいて公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、

目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴

い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付さ

れ、新聞等による公表は行いません。
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・第一部　証券情報の直前に以下の内容を記載します。
 
［株価情報等］

１【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】
　平成28年６月15日から平成30年５月11日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、ＰＥＲ及び
株式売買高の推移（週単位）は以下のとおりであります。
　なお、当社株式は、平成28年６月15日をもって株式会社東京証券取引所に上場いたしましたので、それ以前の株
価、ＰＥＲ及び株式売買高について該当事項はありません。

 

　（注）１　当社は、平成29年４月１日付及び平成30年４月１日付でそれぞれ当社普通株式１株につき３株の割合で株式
分割を行っており、株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移（週単位）については、下記（注）２乃至４に記載
のとおり、当該株式分割を考慮したものとしております。

２　・株価のグラフ中の１本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の４種類の株価を表しております。な
お、平成29年４月１日付株式分割の権利落ち前の株価については、当該株価を９で除して得た数値を、以
降平成30年４月１日付株式分割の権利落ち前の株価については、当該株価を３で除して得た数値をそれぞ
れ株価としております。

・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。
・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。

３　ＰＥＲの算出は、以下の算式によります。

ＰＥＲ（倍）＝
週末の終値

１株当たり当期純利益
・週末の終値については、平成29年４月１日付株式分割の権利落ち前については、当該終値を９で除して得
た数値を、以降平成30年４月１日付株式分割の権利落ち前については、当該終値を３で除して得た数値を
それぞれ使用しております。

・平成28年６月15日から平成28年９月30日については、平成28年５月13日提出の有価証券届出書の平成27年
９月期の財務諸表の１株当たり当期純利益を９で除した数値を使用。

・平成28年10月１日から平成29年９月30日については、平成28年９月期有価証券報告書の平成28年９月期の
財務諸表の１株当たり当期純利益を９で除した数値を使用。

・平成29年10月１日から平成30年５月11日については、平成29年９月期有価証券報告書の平成29年９月期の
財務諸表の１株当たり当期純利益を３で除した数値を使用。

４　株式売買高については、平成29年４月１日付株式分割の権利落ち前については、当該株式売買高に９を乗じ
て得た数値を、以降平成30年４月１日付株式分割の権利落ち前については、当該株式売買高に３を乗じて得
た数値をそれぞれ株式売買高としております。
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２【大量保有報告書等の提出状況】

　平成29年11月22日から平成30年５月15日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出状況は、以下

のとおりであります。

提出者（大量保有者）の
氏名又は名称

報告義務発生日 提出日 区分
保有株券等の
総数（株）
（注）１

株券等保有割
合（％）

JPモルガン・アセット・マ

ネジメント株式会社

平成29年12月15日 平成29年12月21日
変更報告書

（注）２、３

209,000 5.31

JPモルガン証券株式会社 16,500 0.42

ジェー・ピー・モルガン・

セキュリティーズ・ピーエ

ルシー（J.P. Morgan

Securities plc）

16,000 0.41

鎌田和彦 ― 平成29年12月27日
訂正報告書

（注）４
― ―

鎌田和彦 ― 平成30年１月９日
訂正報告書

（注）４
― ―

鎌田和彦 平成29年12月27日 平成30年１月９日 変更報告書 213,500 5.43

JPモルガン・アセット・マ

ネジメント株式会社

平成29年12月29日 平成30年１月10日
変更報告書

（注）２、３

209,000 5.31

JPモルガン証券株式会社 7,300 0.19

ジェー・ピー・モルガン・

セキュリティーズ・ピーエ

ルシー（J.P. Morgan

Securities plc）

17,500 0.44

JPモルガン・アセット・マ

ネジメント株式会社

平成30年１月31日 平成30年２月６日
変更報告書

（注）２、３

204,700 5.20

JPモルガン証券株式会社 7,500 0.19

ジェー・ピー・モルガン・

セキュリティーズ・ピーエ

ルシー（J.P. Morgan

Securities plc）

8,000 0.20

ＢＮＹメロン・アセット・

マネジメント・ジャパン株

式会社

平成30年２月26日 平成30年３月１日 変更報告書 251,900 6.40

JPモルガン・アセット・マ

ネジメント株式会社

平成30年２月28日 平成30年３月６日
変更報告書

（注）２

146,500 3.72

JPモルガン証券株式会社 200 0.01

ジェー・ピー・モルガン・

セキュリティーズ・ピーエ

ルシー（J.P. Morgan

Securities plc）

15,200 0.39

アセットマネジメントOne株

式会社
平成30年２月28日 平成30年３月７日 変更報告書 239,800 6.10

新居佳英
平成30年３月14日 平成30年３月22日

変更報告書

（注）５

735,000 17.87

株式会社ラウレア 1,140,000 27.71

鎌田和彦 平成30年３月29日 平成30年４月５日 変更報告書 169,900 4.32
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提出者（大量保有者）の
氏名又は名称

報告義務発生日 提出日 区分
保有株券等の
総数（株）
（注）１

株券等保有割
合（％）

三井住友アセットマネジメ

ント株式会社
平成30年４月13日 平成30年４月19日 変更報告書 646,100 5.27

　（注）１　当社は、平成30年４月１日付で当社普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、平成30

年３月31日以前を報告義務発生日とする大量保有報告書等における保有株券等の総数については、当該株式

分割は考慮されておりません。

２　JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社、JPモルガン証券株式会社及びジェー・ピー・モルガン・セ

キュリティーズ・ピーエルシー（J.P. Morgan Securities plc）は共同保有者であります。

３　当該変更報告書は、「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」の変更により提出されたものでありま

す。

４　当該訂正報告書は、平成29年８月30日付で提出（報告義務発生日平成29年８月14日）された変更報告書の記

載内容の訂正のために提出されたものであります。

５　新居佳英及び株式会社ラウレアは共同保有者であります。

６　上記大量保有報告書等は関東財務局に、また大量保有報告書等の写しは当社普通株式が上場されている株式

会社東京証券取引所に備置され、一般の縦覧に供されております。
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第二部【公開買付けに関する情報】
　該当事項はありません。

 

第三部【参照情報】

第１【参照書類】
　会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度　第14期（自　平成28年10月１日　至　平成29年９月30日）　平成29年12月18日関東財務局長に提出

 

２【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第15期第１四半期（自　平成29年10月１日　至　平成29年12月31日）　平成30年２月14日関東財務局長

に提出

 

３【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第15期第２四半期（自　平成30年１月１日　至　平成30年３月31日）　平成30年５月11日関東財務局長

に提出

 

４【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（平成30年５月22日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成29年12月21日

に関東財務局長に提出

 

第２【参照書類の補完情報】
　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下、「有価証券報告書等」という。）に記載さ

れた「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日（平成30年５月22

日）までの間において変更すべき事項が生じております。以下の内容は、当該「事業等のリスク」を一括して記載した

ものであり、当該変更箇所については＿＿＿罫で示しております。

　また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、以下の「事業等のリス

ク」に記載された事項を除き、本有価証券届出書提出日（平成30年５月22日）現在においてもその判断に変更はなく、

新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するもので

はありません。

［事業等のリスク］

　当社の経営成績及び財政状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項を以下に

記載しております。

　また、必ずしもそのようなリスクに該当しない事項につきましても、投資者の投資判断上、重要であると考える事項

については、積極的な情報開示の観点から記載しております。当社は、これらのリスクに対し発生の可能性を十分に認

識した上で、発生の回避及び発生した場合の迅速な対応に努める方針であります。

　なお、本項記載の将来に関する事項は本有価証券届出書提出日（平成30年５月22日）現在において当社が判断したも

のであり、将来において発生の可能性のある全てのリスクを網羅するものではありません。

(1）外部要因、競合について

①　求人企業の人材採用ニーズについて

　当社は、企業の人材採用支援を主たる事業としているため、求人企業の採用ニーズに影響を受ける可能性があり

ます。

　主要顧客であるIT・Web業界は現在も成長途上の領域であり、IT人材の不足感は依然として高い状況にある（出

展：独立行政法人情報処理推進機構「IT人材白書2017」）ため、当面の採用ニーズは堅調に推移するものと想定し

ております。また、当社はリーマンショックを契機とし、コストの変動費化を徹底することで多少の景気悪化にも

左右されない経営を行っております。

　しかしながら、想定を上回る世界規模の景気悪化が起こり、求人企業の雇用水準が低迷する事態が発生した場合

は、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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②　インターネット利用の普及について

　当社はインターネットを介してサービスを提供しております。そのため、スマートフォンやタブレット型端末等

の新しいデバイスの普及により、インターネットの利用環境が引き続き整備されていくと共に、同関連市場が今後

も拡大していくことが事業展開の基本条件であると考えております。

　平成28年末のインターネット利用者数は、平成24年末に初めて１億人を突破して以降、１億84万人（前年比

0.3％増）、人口普及率は83.5％（同0.5％増）となっております。（出典：総務省「平成28年通信利用動向調

査」）。

　しかし、インターネットの普及に伴う弊害の発生、利用に関する新たな規制の導入、その他予期せぬ要因によっ

て、インターネット利用の順調な発展が阻害された場合には、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。

 

③　技術革新について

　当社はインターネット関連技術に基づいて事業を展開しておりますが、当該市場は技術革新のスピードや顧客

ニーズの変化が極めて速く、それらに基づく新機能や新サービスの導入が相次いで行われる変化の激しい市場で

す。

　このような急速に変化を遂げる環境の中で、当社はHR領域において前例のないビッグデータ解析や人工知能の導

入、スマートフォンやタブレット型端末等の多様なデバイスへの対応など、最新技術の開発を率先して行うと共

に、優秀な人材の確保に取り組んでおります。

　しかしながら、技術革新のスピード、顧客ニーズの変化、デバイスの進化等は予期せぬスピードで発展していく

可能性があります。今後何らかの革新的な技術が台頭し、当社の対応が遅れた場合には、当社が現状有している技

術的優位性の低下を招く可能性があります。また、そのような革新的な技術に対応するために多額のシステム開発

費用が追加的に発生する可能性があります。そのような場合には、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。

 

④　競合企業について

　当社の競合企業は、既存の人材紹介会社、求人メディア等が該当します。既に競合企業が多いうえ、参入障壁も

低く、新規参入企業も多い状況にあります。

　当社サービスの特徴として、急拡大を遂げるIT・Web業界において採用ニーズの高いエンジニア、Webデザイナー

等の登録者が多い点が挙げられます。また、当社は、長年に渡り蓄積してきた転職活動、採用活動に関する膨大な

データを活用したビッグデータ解析等のテクノロジーを駆使することで、書類選考通過率（注）の向上を実現する

ことにより、市場における優位性の構築を推進してまいりました。

　しかしながら、これらが競合企業との十分な差別化要因になるとは限らず、若くテクノロジーに長けた企業がHR

領域に挑戦してきた場合や、当社と類似した海外の企業が日本へ本格的に進出し、当社の優位性を凌駕した場合、

また膨大な転職・採用に関するデータを保有する大手人材紹介会社等が自社の社員を大幅に削減することによっ

て、労働集約型のビジネスモデルから当社のようなテクノロジーを駆使したビジネスモデルに切り替えた場合に

は、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

（注）　「書類選考に通過する件数÷書類選考に応募する件数」を意味します。

 

(2）当社事業について

①　Greenへの依存について

　当社の主たる収益は、Greenによる収益であります。平成29年９月期の売上高（1,830,550千円）に占めるGreen

の比率は99.4％（1,819,881千円）であり、依存度は高い状況にあります。当社は、中長期的な成長を実現するた

め、並行してwevox及びyenta等その他新規事業の拡充を進めております。

　しかしながら、新規事業の拡充が当初の計画どおりに進まず、Greenへの依存度が変わらない場合、当サービス

の売上高の変動が当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

②　Greenの書類選考通過率について

　当社は、これまでGreenの書類選考通過率の向上に努めてきましたが、これは、当社が長年にわたり構築してき

たビッグデータ解析等のテクノロジー、GreenのUI（User Interface）、UX（User Experience）の継続的な改善、

その他求人企業から求職者、求職者から求人企業へのアクションを促す各種施策によるものと考えております。

　しかしながら、これらの施策が奏功せず、書類選考通過率が当社の想定を下回った場合には、当社の業績及び財

政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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③　新規事業について

　当社の主な事業領域であるインターネット、テクノロジーの領域は、サービスライフサイクルの短期化が著しい

状況にあります。当社は、時代の変化に適応した新規サービスを次々と生み出し続けることが継続的な成長を実現

するために必須であると考え、積極的に新規事業への投資を行っております。また、新規事業の領域として、海外

における事業展開も検討しております。そのため、広告宣伝やシステム投資、人件費等の追加的な支出が発生し、

一時的に利益率が低下する可能性があります。また新規事業が当初の計画どおりに進捗しない場合、投資を回収で

きず、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

④　広告宣伝活動により想定通りの効果が得られない可能性について

　当社が提供するGreenの基礎となるのは、求人企業及び求職者の採用実績、書類選考の通過実績等のデータで

す。それらのデータが蓄積されることでGreenのレコメンド機能が強化され、求人企業及び求職者の書類選考通過

率が高まります。求人企業及び求職者を獲得するためには、常に広告効果の検証及び予想を行ったうえで出稿先を

選択し、継続的に広告宣伝活動を実施することが必要不可欠であると考えております。

　しかし、広告の効果を正確に予測することは困難であるため、当社の想定する求人企業及び求職者を獲得できな

い場合は、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑤　入社報告に係る不正行為について

　Greenの成功報酬は、求職者が求人企業に入社した時点で売上として計上されます。当社は求人企業から報告を

受けることにより入社確認を行っておりますが、入社の事実を適切に報告せず、成功報酬の支払いを免れようとす

る不正行為が発生する可能性があります。当社は、求人企業と求職者のデータの突き合せ、採用フローの進捗確認

の徹底、不正が発覚した場合の罰則規定の強化、不正行為を防止するシステム対応、転職祝い金制度（注）を活用

した求職者による入社報告の促進策等を実施することで、不正行為の防止に努めております。

　しかしながら、不正行為の方法が当社の想定を超えて悪質である場合には、当社の業績及び財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。

（注）　当社は、Greenを通じて転職に成功した求職者に対しAmazonギフト券を進呈しています。Amazonギフト券

を進呈する要件の１つに入社報告があるため、転職祝い金制度には求職者の入社報告を促す効果があると

考えております。

 

(3）運営体制について

①　小規模組織であることについて

　当社は、平成30年４月末日現在、取締役４名、監査役３名、従業員（正社員）41名で事業を運営しております

が、現在の人員構成における最適と考えられる内部管理体制及び業務執行体制を構築しております。

　当社は、今後の事業の成長に応じて、人材の採用・育成を行うと共に、内部管理体制及び業務執行体制の充実を

図っていく方針でありますが、これらの施策が適切なタイミングで実施できなかった場合、又は人材が社外に流出

した場合は、内部管理体制及び業務執行体制が有効に機能せず、当社の事業展開に支障が生じ、当社の業績及び財

政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

②　新卒比率の高さ及び若い社員で構成されていることについて

　当社は新卒採用を中心とした組織作りを行っております。平成30年４月末日現在、従業員（正社員）41名に占め

る新卒採用者の割合は65％以上であり、また平均年齢は20歳代と若い年齢の社員で構成されております。

　若い社員の成長スピードの鈍化、事業運営に必要なスキルや経験を積むことが困難な状況に陥った場合は、当社

役職員の経験不足が、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

③　人材の確保及び育成について

　当社は、継続的な事業拡大や新規事業の推進のためには、優秀な人材の確保、育成及び定着が最も重要であると

認識しております。

　しかしながら、当社が求める優秀な人材が必要な時期に十分に確保・育成できなかった場合や人材流出が進んだ

場合には、経常的な業務運営及び新規事業の拡大等に支障が生じ、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。
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(4）システムのリスクについて

　当社の全てのサービスはインターネットを介して提供されております。安定的なサービスの運営を行うために、

サーバー設備の増強、セキュリティの強化、システム管理体制の構築等により、システム障害に対する万全の備えを

しております。

　しかし、大規模なプログラム不良や自然災害、事故、不正アクセス、新規事業立ち上げ時の想定以上のアクセス増

による一時的な負荷増大、その他何らかの要因によりシステム障害やネットワークの切断等予測不能なトラブルが発

生した場合には、当社のサービスを利用する求人企業や求職者との信頼関係に悪影響を及ぼし、当社の業績及び財政

状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(5）法的規制について

①　一般的な法的規制について

　当社サービスを規制する主な法規制として、「電気通信事業法」、「不正アクセス行為の禁止等に関する法

律」、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」及び「特定電子メー

ルの送信の適正化等に関する法律」等があります。

　当社はこれらの法規制に遵守したサイト運営を実施しており、今後も法令順守体制の強化や社内教育の実施等を

行って参りますが、新たな法規制の制定や改正が行われ、当社が運営するサービスが新たな法規制の対象となる場

合、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

②　個人情報の保護について

　当社は、ユーザーの職務経歴や応募情報等の個人情報を取得し、利用しているため、「個人情報の保護に関する

法律」が定める個人情報取扱事業者としての義務を課されております。個人情報の外部漏洩、改ざん等を防止する

ために個人情報の管理をサービス運営上の重要事項として捉え、個人情報を扱う際の業務フローや権限体制を明確

化し、厳格な管理を徹底しております。また当社は、個人情報の保護の徹底を図るべく、平成27年８月にプライバ

シーマークを取得し、プライバシーマークの運用規程に従って、社内での個人情報の取扱い、管理についてルール

化し、役職員の教育を行い、その徹底を図っております。

　しかしながら、外部からの不正なアクセスや当社関係者の故意又は過失によりユーザーの個人情報が流出する等

の問題が発生した場合には、当社への損害賠償請求や信用の低下等により、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼ

す可能性があります。

 

③　知的財産権について

　当社が運営するサービスにおいて使用する商標、ソフトウェア、システム等については、現時点において、第三

者の知的財産権を侵害するものではないと認識しております。今後においても、侵害を回避するため著作権等を含

めた監視、管理等を当社顧問弁護士と協力して行っていく方針でありますが、当社の事業分野で当社の認識してい

ない知的財産権が既に成立している可能性、または新たに当社の事業分野で第三者により著作権等が成立する可能

性も考えられます。

　そのような場合には、第三者の知的財産権を侵害したことによる損害賠償請求や使用差し止め、権利に関する使

用料等の支払請求がなされることが想定されます。そのような事態が発生する場合には、当社の業績及び財政状態

に影響を及ぼす可能性があります。

 

(6）その他のリスクについて

①　新株予約権の行使による株式価値の希薄化について

　当社は、取締役及び従業員に対して、業績向上に対する意欲を高めることを目的としたストックオプション（新

株予約権）を発行しております。ストックオプションが権利行使された場合には、当社株式が新たに発行され、既

存の株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化する可能性があります。なお、平成30年４月末日現在、新株

予約権による潜在株式数は369,000株であり、発行済株式総数12,495,300株の2.95％に相当しております。

 

②　配当政策について

　当社は、将来の事業展開に即応できる財務体質の強化を重要課題として位置付けております。現在は成長過程に

あると考えていることから、経営基盤の安定化を図るために内部留保を充実させ、新規事業の早期展開、事業拡

大、事業効率化のために投資を行い、企業価値の向上を図ることが、株主に対する最大の利益還元につながると考

えております。

　将来的には、各事業年度における経営成績を勘案しながら株主への利益還元を検討していく方針ですが、現時点

において配当実施の可能性及び実施時期は未定であります。
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第３【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社アトラエ　本店

（東京都港区三田一丁目10番４号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

第四部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

 

第五部【特別情報】
　該当事項はありません。
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